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平
成
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郵
政
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告
示
第
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号 

一
頁 

 

○ 

郵
政
省
告
示
平
成
九
年
第
六
百
六
十
六
号
（
登
録
検
査
等
事
業
者
等
規
則
第
十
五
条
及
び
別
表
第
六
号
第
三
の
三
⑵
の
規
定
に
基
づ
く
登
録
検
査
等
事
業
者
等
が
行
う
点
検

の
実
施
方
法
等
及
び
無
線
設
備
の
総
合
試
験
の
具
体
的
な
確
認
の
方
法
を
定
め
る
件
）
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示
案
新
旧
対
照
表 

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
） 

 

改

正

案 

現

行 

第
１

 
登
録
検
査
等
事
業
者
等
規
則
（
平
成
９
年
郵
政
省
令
第

76
号
）
第

15
条
の
点

検
の
実
施
項
目
に
係
る
点
検
の
実
施
方
法
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。
 

第
１
 
登
録
点
検
事
業
者
等
規
則
（
平
成
９
年
郵
政
省
令
第

76
号
）
第

10
条
の
点
検

の
実
施
項
目
に
係
る
点
検
の
実
施
方
法
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。
 

１
 
無
線
従
事
者
の
資
格
及
び
員
数

 

点
検
の
項
目
 

具
体
的
な
点
検
の
実
施
方
法
等
 

１
・
２
 
（
略
）
 

（
略
）
 

３
 
主
任
無
線
従
事
者
を
選
任
し
て
い

る
場
合
は
、
監
督
の
事
実
及
び
主
任

講
習
の
受
講
事
実
 

⑴
 
選
任
さ
れ
て
い
る
主
任
無
線
従
事

者
が
、
施
行
規
則
第

34
条
の
５
の
職

務
を
実
施
し
て
い
る
か
ど
う
か
に
つ

い
て
、
次
の
書
類
に
よ
り
確
認
す
る
。 

ア
 
無
線
設
備
の
操
作
を
行
う
者
に

対
す
る
訓
練
計
画
及
び
訓
練
の
実

施
の
事
実
が
確
認
で
き
る
書
類
 

イ
 
そ
の
他
職
務
の
実
施
の
事
実
が

確
認
で
き
る
書
類
 

⑵
 
選
任
さ
れ
て
い
る
主
任
無
線
従
事

者
が
、
施
行
規
則
第

34
の
７
の
規
定

に
よ
る
主
任
無
線
従
事
者
の
講
習
を

受
け
て
い
る
か
ど
う
か
に
つ
い
て
、

主
任
無
線
従
事
者
講
習
修
了
証
に
よ

り
確
認
す
る
。
 

４
・
５
（
略
）
 

 
 

１
 
無
線
従
事
者
の
資
格
及
び
員
数

 

点
検
の
項
目
 

具
体
的
な
点
検
の
実
施
方
法
等

 

１
・
２
 
（
同
上
）
 

（
同
上
）
 

３
 
主
任
無
線
従
事
者
を
選
任
し
て
い

る
場
合
は
、
監
督
の
事
実
及
び
主
任

講
習
の
受
講
事
実
 

選
任
さ
れ
て
い
る
主
任
無
線
従
事
者

が
、
施
行
規
則
第

34
条
の
５
の
職
務
を

実
施
し
て
い
る
か
ど
う
か
に
つ
い
て
、

次
の
書
類
に
よ
り
確
認
す
る
。
 

⑴
 
無
線
設
備
の
操
作
を
行
う
者
に

対
す
る
訓
練
計
画
及
び
訓
練
の
実

施
の
事
実
が
確
認
で
き
る
書
類

 

⑵
 
施
行
規
則
第

34
条
の

7
の
規
定

に
よ
る
主
任
講
習
の
修
了
証
明
書
 

⑶
 
そ
の
他
職
務
の
実
施
の
事
実
が

確
認
で
き
る
書
類
 

    

４
・
５
 
（
同
上
）
 

（
同
上
）
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２
 
法
第

60
条
の
時
計
及
び
備
付
書
類
等
 

 
登
録
検
査
等
事
業
者
等
規
則
別
表
第
６
号
及
び
施
行
規
則
第

40
条
に
規
定
す

る
条
件
に
適
合
し
て
い
る
こ
と
を
確
認
す
る
。

 

２
 
法
第

60
条
の
時
計
及
び
備
付
書
類
等
 

 
登
録
点
検
事
業
者
等
規
則
別
表
第
４
号
及
び
施
行
規
則
第

40
条
に
規
定
す
る

条
件
に
適
合
し
て
い
る
こ
と
を
確
認
す
る
。

 

３
 
無
線
設
備
等

 
３
 
無
線
設
備
等

 

一
 
無
線
局
事
項
書
及
び
工
事
設
計
書
に
記
載
さ
れ
た
内
容
の
事
実
の
確
認
 

一
 
無
線
局
事
項
書
及
び
工
事
設
計
書
に
記
載
さ
れ
た
内
容
の
事
実
の
確
認
 

点
検
の
項
目
 

具
体
的
な
点
検
の
実
施
方
法
等
 

１
 
無
線
局
事
項
書
関
係
 

 
 

⑴
 
無
線
設
備
の
設
置
場
所

（
常
置
場
所
）
 

無
線
設
備
の
設
置
場
所
（
無
給
電
中
継
装
置

の
設
置
場
所
を
含
む
。）

を
免
許
状
又
は
予
備
免

許
通
知
書
及
び
無
線
局
事
項
書
の
写
し
と
照
合

し
、
確
認
す
る
。
 

⑵
～
⑷
 
（
略
）
 

（
略
）
 

２
 
（
略
）
 

（
略
）
 

 

点
検
の
項
目
 

具
体
的
な
点
検
の
実
施
方
法
等
 

１
 
無
線
局
事
項
書
関
係
 

 
 

⑴
 
無
線
設
備
の
設
置
場
所

（
常
置
場
所
）
 

免
許
状
又
は
予
備
免
許
通
知
書
及
び
無
線
局

事
項
書
の
写
し
と
照
合
し
、
確
認
す
る
。
 

  

⑵
～
⑷
 
（
略
）
 

（
略
）
 

２
 
（
同
上
）
 

（
略
）
 
 

 

注
１
・
２
 
（
略
）

 
注
１
・
２
 
（
同
上
）
 

二
 
電
気
的
特
性
の
点
検

 
二
 
電
気
的
特
性
の
点
検
 

点
検
の
項
目
 

具
体
的
な
点
検
の
実
施
方
法
等

 

１
 
周
波
数
 

ア
 
原
則
と
し
て
す
べ
て
の
周
波
数
に
つ
い
て
、
そ
の
値

を
測
定
す
る
。
た
だ
し
、
発
振
方
式
が
シ
ン
セ
サ
イ
ザ

ー
方
式
の
無
線
設
備
で
、
同
一
周
波
数
帯
内
の
周
波
数

の
指
定
を
複
数
受
け
て
い
る
も
の
に
あ
っ
て
は
、
原
則

と
し
て
周
波
数
帯
ご
と
に
、
最
低
、
最
高
、
そ
の
中
間

等
の
周
波
数
を
選
定
し
、
測
定
す
る
。
 

イ
 
ア
マ
チ
ュ
ア
局
に
あ
っ
て
は
、
無
線
設
備
を
各
周
波

数
帯
ご
と
の
指
定
周
波
数
に
設
定
し
て
測
定
す
る
。
 

  

点
検
の
項
目
 

具
体
的
な
点
検
の
実
施
方
法
等
 

１
 
周
波
数
 

ア
 
原
則
と
し
て
す
べ
て
の
周
波
数
に
つ
い
て
、
そ
の
値

を
測
定
す
る
。
 

    イ
 
ア
マ
チ
ュ
ア
局
に
あ
っ
て
は
、
無
線
設
備
を
各
周
波

数
帯
ご
と
の
指
定
周
波
数
に
設
定
し
て
測
定
す
る
。
 

ウ
 
発

振
方

式
が

シ
ン

セ
サ

イ
ザ

ー
方

式
の

無
線

設
備

で
、
同
一
周
波
数
帯
内
の
周
波
数
の
指
定
を
複
数
受
け
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   ウ
 
無
線
設
備
を
無
変
調
の
状
態
で
動
作
さ
せ
た
と
き
の

搬
送
波
の
周
波
数
を
測
定
す
る
。
 

エ
 
単
側
波
帯
の
電
波
を
使
用
す
る
無
線
設
備
（
実
数
零

点
単
側
波
帯
変
調
方
式
の
も
の
を
除
く
。
）
に
あ
っ
て

は
、
変
調
周
波
数

1
5
00
Hz

の
正
弦
波
で
変
調
し
、
上
側

波
帯
の
周
波
数
を
測
定
す
る
。

 

オ
 
周

波
数

偏
位

の
変

調
方

式
の

無
線

設
備

に
あ

っ
て

は
、
マ
ー
ク
及
び
ス
ペ
ー
ス
時
の
周
波
数
偏
位
を
考
慮

し
て
測
定
す
る
。
 

２
 
ス
プ
リ
ア
ス
発

射
の
強
度
 

（
略
）
 

３
 
不
要
発
射
の
強

度
 

ア
 
（
略
）
 

イ
 
無
線
設
備
の
構
成
（
ろ
波
器
、
増
幅
器
、
導
波
管
そ

の
他
の
機
器
の
使
用
の
状
況
等
）
に
よ
り
、
特
定
の
周

波
数
範
囲
に
お
い
て
明
ら
か
に
許
容
値
を
満
足
す
る
こ

と
が
既
知
の
周
波
数
特
性
を
示
す
書
類
等
に
よ
り
合
理

的
に
確
認
で
き
る
場
合
は
、
そ
の
旨
を
記
載
す
る
こ
と

で
、
当
該
周
波
数
範
囲
の
測
定
に
代
え
る
こ
と
が
で
き

る
。
 

 
ま
た
、
給
電
点
か
ら
後
段
で
使
用
す
る
機
器
に
よ
り

不
要
発
射
が
減
衰
す
る
こ
と
が
明
ら
か
な
と
き
は
、
測

定
値
か
ら
減
衰
量
に
よ
り
補
正
し
た
値
を
測
定
値
と
す

る
こ
と
が
で
き
る
。
 

て
い
る
も
の
に
あ
っ
て
は
、
原
則
と
し
て
周
波
数
帯
ご

と
に
、
最
低
の
周
波
数
、
最
高
の
周
波
数
及
び
そ
の
中

間
の
周
波
数
等
を
選
定
し
、
測
定
す
る
。
 

エ
 
（
同
上
）
 

 オ
 
（
同
上
）
 

   カ
 
（
同
上
）
 

  

２
 
ス
プ
リ
ア
ス
発

射
の
強
度
 

（
同
上
）
 

２
の
２
 
不
要
発
射

の
強
度
 

ア
 
（
同
上
）
 

イ
 
無
線
設
備
の
構
成
（
フ
イ
ル
タ
、
増
幅
器
、
導
波
管

そ
の
他
の
機
器
の
使
用
の
状
況
等
）
に
よ
り
、
特
定
の

周
波
数
範
囲
に
お
い
て
明
ら
か
に
許
容
値
を
満
足
す
る

こ
と
が
既
知
の
周
波
数
特
性
を
示
す
書
類
等
に
よ
り
合

理
的
に
確
認
で
き
る
場
合
は
、
そ
の
旨
を
記
載
す
る
こ

と
で
、
当
該
周
波
数
範
囲
の
測
定
に
代
え
る
こ
と
が
で

き
る
。
 

 
ま
た
、
給
電
点
か
ら
後
段
で
使
用
す
る
機
器
に
よ
り

不
要
発
射
が
減
衰
す
る
こ
と
が
明
ら
か
な
と
き
は
、
測

定
値
か
ら
減
衰
量
に
よ
り
補
正
し
た
値
を
測
定
値
と
す

る
こ
と
が
で
き
る
。
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ウ
・
エ
 
（
略
）
 

オ
 
不
要
発
射
の
強
度
は
、
設
備
規
則
別
表
第
３
号
に
規

定
す

る
参

照
帯
域

幅
当

た
り

の
値

に
換

算
し

た
も

の

を
、
同
表
に
規
定
す
る
単
位
で
記
載
す
る
。
 

カ
・
キ
 
（
略
）
 

４
 
占
有
周
波
数
帯

幅
 

    ア
 
変
調
方
式
ご
と
に
、
同
一
周
波
数
帯
内
の
任
意
の
１

周
波
数
を
選
定
し
、
測
定
す
る
。
 

イ
 
無
線
設
備
の
通
常
の
運
用
に
お
け
る
変
調
状
態
で
測

定
す
る
。
た
だ
し
、
周
波
数
偏
移
、
周
波
数
偏
位
、
変

調
度
又
は
送
信
ス
ペ
ク
ト
ラ
ム
等
の
測
定
に
代
え
る
こ

と
が
で
き
る
。
 

５
 
空
中
線
電
力
 

ア
 
原
則
と
し
て
す
べ
て
の
周
波
数
ご
と
に
、
無
変
調
の

状
態
で
動
作
さ
せ
た
と
き
の
電
力
を
測
定
す
る
。
 

 
た
だ
し
、
同
一
周
波
数
帯
内
の
周
波
数
の
指
定
を
複

数
受
け
て
い
る
も
の
に
あ
っ
て
は
、
周
波
数
帯
ご
と
に
、

最
低
、
最
高
、
そ
の
中
間
等
の
周
波
数
を
選
定
し
、
測

定
す
る
。
 

イ
 
ア
マ
チ
ュ
ア
局
に
あ
っ
て
は
、
無
線
設
備
を
各
周
波

数
帯
ご
と
の
指
定
周
波
数
に
設
定
し
、
測
定
す
る
。
 

ウ
 
発

振
方

式
が

シ
ン

セ
サ

イ
ザ

ー
方

式
の

無
線

設
備

で
、
同
一
周
波
数
帯
内
の
周
波
数
の
指
定
を
複
数
受
け

て
い
る
も
の
に
あ
っ
て
は
、
原
則
と
し
て
周
波
数
帯
ご

ウ
・
エ
 
（
同
上
）
 

オ
 
不
要
発
射
の
強
度
は
、
設
備
規
則
別
表
第
３
号
に
規

定
す

る
参

照
帯
域

幅
あ

た
り

の
値

に
換

算
し

た
も

の

を
、
同
表
に
規
定
す
る
単
位
で
記
載
す
る
。
 

カ
・
キ
 
（
同
上
）
 

３
 
占
有
周
波
数
帯

幅
 

ア
 
原
則
と
し
て
す
べ
て
の
周
波
数
ご
と
に
、
そ
の
値
を

測
定
す
る
。
 

イ
 
ア
マ
チ
ュ
ア
局
に
あ
っ
て
は
、
無
線
設
備
を
各
周
波

数
帯
ご
と
の
指
定
周
波
数
に
設
定
し
、
測
定
す
る
。
 

ウ
 
発
振
方
式
に
係
わ
ら
ず
、
同
一
周
波
数
帯
内
の
任
意

の
１
周
波
数
を
選
定
し
、
測
定
す
る
。
 

エ
 
（
同
上
）
 

   

４
 
空
中
線
電
力
 

ア
 
原
則
と
し
て
す
べ
て
の
周
波
数
ご
と
に
、
無
変
調
の

状
態
で
動
作
さ
せ
た
と
き
の
電
力
を
測
定
す
る
。
 

    イ
 
（
同
上
）
 

 ウ
 
発

振
方

式
が

シ
ン

セ
サ

イ
ザ

ー
方

式
の

無
線

設
備

で
、
同
一
周
波
数
帯
内
の
周
波
数
の
指
定
を
複
数
受
け

て
い
る
も
の
に
あ
っ
て
は
、
原
則
と
し
て
周
波
数
帯
ご
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と
に
、
最
低
の
周
波
数
、
最
高
の
周
波
数
及
び
そ
の
中

間
等
の
周
波
数
を
選
定
し
、
測
定
す
る
。
 

エ
～
ク
 

ケ
 
空
中
線
電
力
の
指
定
に
係
る
箇
所
と
実
際
に
測
定
を

行
う
箇
所
が
相
違
す
る
も
の
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
間
に

挿
入
さ
れ
る
ろ
波
器
や
高
周
波
減
衰
器
等
の
損
失
又
は

減
衰
量
を
併
せ
て
記
載
す
る
。

 

コ
～
シ
 
（
略
）
 

６
 
隣
接
チ
ャ
ネ
ル

漏
え
い
電
力
 

（
略
）
 

７
 
変
調
特
性
 

（
略
）
 

８
 
送
信
パ
ル
ス
特

性
 

（
略
）
 

９
 
ス
イ
ー
プ
レ
ー

ト
 

（
略
）
 

10
 
伝
送
速
度
 

（
略
）
 

11
 
無
変
調
送
信
時

間
 

（
略
）
 

12
 
固
体
識
別
コ
ー

ド
又
は
識
別
信
号
 

（
略
）
 

13
 
受
信
感
度
 

（
略
）
 

14
 
距
離
誤
差
及
び

方
位
誤
差
 

（
略
）
 

15
 
高
度
誤
差
及
び

進
入
限
界
高
度
表

示
誤
差
 

（
略
）
 

と
に
、
最
低
の
周
波
数
、
最
高
の
周
波
数
及
び
そ
の
中

間
等
の
周
波
数
を
選
定
し
、
測
定
す
る
。
 

エ
～
ク
 
（
同
上
）
 

ケ
 
空
中
線
電
力
の
指
定
に
係
る
箇
所
と
実
際
に
測
定
を

行
う
箇
所
が
相
違
す
る
も
の
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
間
に

挿
入
さ
れ
る
フ
ィ
ル
タ
ー
や
高
周
波
減
衰
器
等
の
損
失

又
は
減
衰
量
を
併
せ
て
記
載
す
る
。
 

コ
～
シ
 
（
同
上
）
 

５
 
隣
接
チ
ャ
ネ
ル

漏
え
い
電
力
 

（
同
上
）
 

 

６
 
変
調
特
性
 

（
同
上
）
 

７
 
送
信
パ
ル
ス
特

性
 

（
同
上
）
 

 

８
 
ス
イ
ー
プ
レ
ー

ト
 

（
同
上
）
 

 

９
 
伝
送
速
度
 

（
同
上
）
 

10 
無
変
調
送
信
時

間
 

（
同
上
）
 

 

11 
固
体
識
別
コ
ー

ド
又
は
識
別
信
号
 

（
同
上
）
 

 

12 
受
信
感
度
 

（
同
上
）
 

13 
距
離
誤
差
及
び

方
位
誤
差
 

（
同
上
）
 

14 
高
度
誤
差
及
び

進
入
限
界
高
度
表

示
誤
差
 

（
同
上
）
 

 



○
【
別
添
10
】 

平
成
９
年
郵
政
省
告
示
第
666
号 

六
頁 

 

16
 
選
択
度
 

（
略
）
 

17
 
総
合
周
波
数
特

性
 

（
略
）
 

18
 
電
波
の
強
度
に

対
す
る
安
全
施
設
 

平
成

11
年
郵
政
省
告
示
第

3
00

号
に
定
め
る
方
法
に
よ

り
、
電
波
の
強
度
の
値
を
求
め
る
。
 

19
 
比
吸
収
率
 

平
成

13
年
総
務
省
告
示
第

6
28

号
に
定
め
る
方
法
に
よ

り
、
人
体
頭
部
に
お
け
る
比
吸
収
率
を
求
め
る
。
 

 

15 
選
択
度
 

（
同
上
）
 

16 
総
合
周
波
数
特

性
 

（
同
上
）
 

17 
電
波
の
強
度
に

対
す
る
安
全
施
設
 

平
成

11
年
郵
政
省
告
示
第

300
号
に
定
め
る
方
法
に
よ

り
、
電
波
の
強
度
の
値
を
求
め
る
。
 

18 
比
吸
収
率
 

平
成

13
年
総
務
省
告
示
第

628
号
に
定
め
る
方
法
に
よ

り
、
人
体
頭
部
に
お
け
る
比
吸
収
率
を
求
め
る
。
 

 

注
１
・
２
 
（
略
）

 
注
１
・
２
 
（
同
上
）
 

 
３
 
送
信
装
置
の
う
ち
、
型
式
検
定
に
合
格
し
た
無
線
機
器
又
は
法
第
四
条
第

二
号
の
適
合
表
示
無
線
設
備
(以

下
「
適
合
表
示
無
線
設
備
」
と
い
う
。
)に

つ
い
て
は
、
占
有
周
波
数
帯
幅
、
ス
プ
リ
ア
ス
発
射
又
は
不
要
発
射
の
強
度
、

隣
接
チ
ャ
ネ
ル
漏
え
い
電
力
の
強
度
及
び
比
吸
収
率
の
点
検
を
省
略
す
る

こ
と
が
で
き
る
。
 

 
３
 
送
信
装
置
の
う
ち
、
型
式
検
定
に
合
格
し
た
無
線
機
器
又
は
法
第
四
条
第

二
号
の
適
合
表
示
無
線
設
備
(以

下
「
適
合
表
示
無
線
設
備
」
と
い
う
。
)に

つ
い
て
は
、
占
有
周
波
数
帯
幅
、
ス
プ
リ
ア
ス
発
射
又
は
不
要
発
射
の
強
度
、

隣
接
チ
ャ
ネ
ル
漏
え
い
電
力
の
強
度
及
び
比
吸
収
率
の
項
目
に
つ
い
て
省

略
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

 
４
 
（
略
）
 

 
４
 
（
同
上
）
 

三
 
（
略
）

 
三
 
（
同
上
）
 

第
２

 
削
除

 
第
２
 
（
同
上
）
 

 
 

 


